
別紙 ２

※1回の基本料金です

サービス時間 20分未満
20分以上
30分未満

30分以上
1時間未満

1時間以上
１時間30分未満

以降30分毎
追加

身体介護単位 163 単位 244 単位 387 単位 567 単位 82 単位

料金 1,744   円 2,610   円 4,140   円 6,066   円 877   円

※1回の基本料金です

サービス時間
20分以上
45分未満

45分以上

生活援助単位 179 単位 220 単位

料金 1,915   円 2,354   円

※1回の基本料金です
身体介護中心型サービス時間

生活援助中心型サービス時間

身体＋生活単位 309 単位 452 単位 632 単位 82 単位

料金 3,306   円 4,836   円 6,762   円 877   円

身体＋生活単位 374 単位 517 単位 697 単位 82 単位

料金 4,001   円 5,531   円 7,457   円 877   円

身体＋生活単位 439 単位 582 単位 762 単位 82 単位

料金 4,697   円 6,227   円 8,153   円 877   円

※単位数に福岡市＝地域区分５級地のため10.7円を乗じます。

　
[加算]
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます（裏面にも続きます）。

※単位数に福岡市＝地域区分５級地のため10.7円を乗じます。

【重要事項説明書】

(令和6年6月1日現在）
利　用　料　金　表

[基本部分]
１．身体介護中心型

2．生活援助中心型

※生活援助中心型は「45分以上」となっており、30分毎の
   追加はありません。

※単位数に福岡市＝地域区分５級地のため10.7円を乗じます。

３．身体介護中心型＋生活援助中心型

20分以上
30分未満

30分以上
1時間未満

1時間以上
１時間30分未満

以降30分毎
追加

20分以上
45分未満

45分以上
70分未満

70分以上

※生活援助中心型は「70分以上」となっており、30分毎の追加はありません。

認知症専門ケア加算（Ⅰ） 3 32円

認知症専門ケア加算（Ⅱ） 4 42円

緊急時訪問介護加算 100 1,070円 1回の要請に対して1回

初回加算 200 2,140円 初回利用のみ1月につき

生活機能向上連携加算（Ⅰ） 100 1,070円

生活機能向上連携加算（Ⅱ） 200 2,140円

口腔連携強化加算 50 1,070円 1月に1回を限度

福祉・介護職員の処遇を改善するため
に賃金改善や資質の向上等の取組みを
行う事業所に認められる加算です。
キャリアパス要件・月額賃金改善要
件・職場環境等要件をどこまで満たし
ているかで加算区分が変わります。
ただし、算定できるのはいずれか１つ
のみです。
※（Ⅴ）については、令和7年3月31日
まで算定可能

左記の単位数
×地域区分
（10.7）

基本サービス費に各種加
算減算を加えた総単位数
（所定単位数）×加算率

介護職員等処遇改善加算
（Ⅲ）

1月の利用料金の

18.2%（基本料金＋

各種加算減算）

介護職員等処遇改善加算
（Ⅳ）

1月の利用料金の

14.5%（基本料金＋

各種加算減算）

1回につき

算定回数等

1月につき（算定期間は、
この計画書に基づくサー
ビス提供初回日より3ヶ月

間です。）

左記の単位数
×地域区分
（10.7）

基本単位

1回につき
上記基本部分の

10％

上記基本部分の3％

算定要件

サービスの質の高い事業所を積極的に
評価する観点から、人材の質や確保や
介護職員の活動環境の整備、重度要介
護者への対応などを行っている事業所
に認められる加算です。体制要件、人
材要件、重度要介護者等対応要件のい
ずれかに適合するかで加算区分が変わ
ります。要件を満たす場合いずれか１
つの算定となります。

料金

介護職員等処遇改善加算
（Ⅰ）

介護職員等処遇改善加算
（Ⅱ）

介護職員等処遇改善加算
（Ⅴ）

上記基本部分の

20％

上記基本部分の

10％

特定事業所加算（Ⅰ）

特定事業所加算（Ⅱ）

特定事業所加算（Ⅲ）

特定事業所加算（Ⅴ）

加算

所
定
単
位
数
か
ら
算
定

1月の利用料金の

22.4%（基本料金＋

各種加算減算）

1月の利用料金の

7.6%～22.1％（基

本料金＋各種加算

減算）

1月の利用料金の

24.5%（基本料金＋

各種加算減算）

 介護職員等が口腔スクリーニングを行い、

その内容をケアマネジャーと歯科医療機関
へ報告した場合に算定します。

要
介
護
度
に
よ
る
区
分
な
し

特定事業所加算（Ⅳ） 上記基本部分の3％

要
介
護
度
に
よ
る
区
分
な
し

 サービス提供責任者が、訪問リハビリテー

ション事業所又は通所リハビリテ－ション
事業所の理学療法士・作業療法士・言語聴

覚士による訪問リハビリテーション又は通
所リハビリテ－ションの一環として自宅を
訪問する際に同行し、理学療法士・作業療

法士・言語聴覚士と共同して行ったアセス
メントに基づき訪問介護計画書を作成し、

連携しながら、訪問介護計画書に基づく
サービス提供を行う場合に算定します。
（※2）

 ご利用者やそのご家族等からの要請を受け
て、サービス提供責任者又はその他の訪問
介護員等が訪問介護計画にない訪問介護

（身体介護）を行った場合等に加算となり
ます。（※1）

新規に訪問介護計画を作成したご利用者に
対して、初回に実施した訪問介護と同月内

に、サービス提供責任者が、自ら訪問介護
を行う場合又は他の訪問介護員等が訪問介
護を行う際に同行訪問した場合等に算定と

なります。

　認知症の日常生活自立度Ⅲ以上の利用者
が全体の50％以上で、認知症介護実践リー

ダー研修の修了者を日常生活自立度Ⅲ以上
の利用者の人数に応じて配置すること。認

知症ケアの留意事項の伝達・技術的指導に
関する会議を定期的に開催した場合に算定

します。
　加算（Ⅱ）は上記の要件を満たし、認知
症介護指導者養成研修の修了者を1人以上配

置。認知症ケアの指導などを実施する。認
知症ケアに関する研修計画を介護、看護職

員ごとに作って実施した場合に算定しま
す。



※1：この加算を算定した場合で、結果的に提供したサービスが身体介護20分未満＋生活援助になった場合は、所定の単位数
で算定いたします。
※2：（Ⅱ）はリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200 床未満のものに限る)の理学療法士
・作業療法士・言語聴覚士・医師が訪問して行う場合が追加されます。 

◇　留意点　◇

⑦介護保険法の改正にともなう利用料金等の変更につきましてはこのような別紙にて説明させていただきます。

⑧利用料金のお支払方法
  利用料金は、サービス利用月の翌月の２６日（金融機関が休日の場合は　翌営業日）に、ご指定の金融機関の
口座から自動引落によりお支払いいただきます。

社会福祉法人　ふくおか福祉サービス協会

①料金は、ひと月の訪問介護利用総単位数及び各加算(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加
算を除く)と介護職員処遇改善加算の単位数、介護職員等特定処遇改善加算の単位数を加えた合計単位数に
10.7を乗じた金額(１円未満は切り捨て)となります。そのため、上記の表の金額を合計した金額と異なることがあ
ります。
②介護保険の適用がある場合は、利用料金の1割または、2割、3割が利用者負担金となります。 （「介護保険負
担割合証」による）

③介護保険での給付の範囲を超えたサービス利用に対する利用料金は、全額自己負担となります。

④早朝時間帯(午前7時～午前8時)又は夜間時間帯(午後6時～午後9時)のサービス提供は25％増しとなります。

⑤やむを得ない事情等で、かつ、ご利用者の同意を得て訪問介護員2人でサービスを提供した場合は、2人分の
料金となります。

⑥その他上記以外の事項につきましては、厚生労働省の介護報酬の告示に準ずるものとさせていただきます。

認知症専門ケア加算（Ⅰ） 3 32円

認知症専門ケア加算（Ⅱ） 4 42円

緊急時訪問介護加算 100 1,070円 1回の要請に対して1回

初回加算 200 2,140円 初回利用のみ1月につき

生活機能向上連携加算（Ⅰ） 100 1,070円

生活機能向上連携加算（Ⅱ） 200 2,140円

口腔連携強化加算 50 1,070円 1月に1回を限度

福祉・介護職員の処遇を改善するため
に賃金改善や資質の向上等の取組みを
行う事業所に認められる加算です。
キャリアパス要件・月額賃金改善要
件・職場環境等要件をどこまで満たし
ているかで加算区分が変わります。
ただし、算定できるのはいずれか１つ
のみです。
※（Ⅴ）については、令和7年3月31日
まで算定可能

左記の単位数
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基本サービス費に各種加
算減算を加えた総単位数
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間です。）
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1回につき
上記基本部分の
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サービスの質の高い事業所を積極的に
評価する観点から、人材の質や確保や
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護者への対応などを行っている事業所
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介
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介
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（※2）

 ご利用者やそのご家族等からの要請を受け
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介護員等が訪問介護計画にない訪問介護

（身体介護）を行った場合等に加算となり
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します。
　加算（Ⅱ）は上記の要件を満たし、認知
症介護指導者養成研修の修了者を1人以上配
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